
JP 2016-148007 A 2016.8.18

(57)【要約】
【課題】発熱量の向上と、低温における始動性、走行性能等の内燃機関の実用性能の向上
とを高いレベルで両立するディーゼル燃料油組成物を提供すること。
【解決手段】本発明に係るディーゼル燃料油組成物は、脱ろう軽油、水素化分解軽油、脱
硫軽油の少なくとも１つと脱硫灯油とを含む基材を含有し、低温運転性指数Ｐ１及びＰ２
がそれぞれ、０＜（低温運転性指数Ｐ１）＜２．２、０＜（低温運転性指数Ｐ２）＜３．
２を満たす。
【選択図】なし



(2) JP 2016-148007 A 2016.8.18

10

20

30

40

50

【特許請求の範囲】
【請求項１】
　脱ろう軽油、水素化分解軽油、脱硫軽油の少なくとも１つと脱硫灯油とを含む基材を含
有し、低温運転性指数Ｐ１及びＰ２がそれぞれ、０＜（低温運転性指数Ｐ１）＜２．２、
０＜（低温運転性指数Ｐ２）＜３．２を満たすディーゼル燃料油組成物。
【請求項２】
　前記基材が水素化分解軽油を含む請求項１に記載のディーゼル燃料油組成物。
【請求項３】
　前記ディーゼル燃料油組成物全容量に対して、前記脱ろう軽油が、３０容量％以上９０
容量％以下含まれ、
　前記脱硫灯油が、２容量％以上２８容量％以下含まれ、
　前記水素化分解軽油が、２容量％以上３５容量％以下含まれる請求項１又は２に記載の
ディーゼル燃料油組成物。
【請求項４】
　前記ディーゼル燃料油組成物中に含まれる炭素数２０以上のｎ－パラフィンの割合が２
容量％以下である請求項１～３のいずれか１項に記載のディーゼル燃料油組成物。
【請求項５】
　以下の性状を有する請求項１～４のいずれか１項に記載のディーゼル燃料油組成物。
　３０℃における動粘度が１．８ｍｍ２／ｓ以上４．５ｍｍ２／ｓ以下であり、
　セタン価が４５以上６５以下であり、
　セタン指数が４５以上６５以下であり、
　９０％留出温度が２９０℃以上３６０℃以下である。
【発明の詳細な説明】
【技術分野】
【０００１】
　本発明は、ディーゼル燃料油組成物に関する。
【背景技術】
【０００２】
　軽油は、沸点範囲が１７０～３７０℃の炭化水素成分で構成されており、その中には着
火性の良いノルマルパラフィン（ｎ－パラフィン）が多く含まれている。そのため、軽油
は自己着火燃焼方式を取るディーゼルエンジンの燃料として古くから利用されてきた。一
方、このｎ－パラフィンのうち、重質なものは他の成分に比べ融点が高く溶解度が小さい
ため、寒冷下、例えば、０～－２０℃の低温では、ワックスとして析出し、低温流動性が
低下する。析出したワックスは、配管系統内において固化したり、フィルタを詰まらせた
りすることにより、低温における始動性、走行性能等の内燃機関の実用性能の低下を引き
起こすことがあった。
　そこで、脱硫灯油、水素化分解軽油、流動性向上剤等を混合して用いることにより、低
温におけるワックスの析出を防止する試みが為されてきた（特許文献１参照）。
　従来、脱ろう軽油、水素化分解軽油、灯油等の混合量は、低温における軽油の性状と相
関のある「曇り点（ワックスが析出する温度）」に基づいて調整することも一手法として
行われてきた。
【先行技術文献】
【特許文献】
【０００３】
【特許文献１】特開２０１４－２０８７５２号公報
【発明の概要】
【発明が解決しようとする課題】
【０００４】
　脱ろう軽油及び水素化分解軽油は、いずれも、低温において析出する可能性があるワッ
クス分を含有する。また、灯油の添加は、軽油の発熱量を低下させるという問題もあった
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。
　このように、軽油の発熱量を維持或いは向上することと、低温におけるワックスの析出
を抑制することの間には、二律背反の関係がある。そのうえ、脱ろう軽油、水素化分解軽
油、灯油等の各基材の混合量を決定するための一指標として用いることのできる曇り点の
測定精度は、低い。また、ワックスの生成の指標として、重質ノルマルパラフィンの含有
量があるが、低温での走行性との相関性が乏しい。
　このため、曇り点や重質ノルマルパラフィンの含有量を用いたとしても、軽油の発熱量
の維持或いは向上と、低温におけるワックス析出の抑制とを両立できるような各基材の組
み合わせと混合量を調整することは、依然として困難性が高かった。
　そこで、本発明は、発熱量の向上と、低温における始動性、走行性能等の内燃機関の実
用性能の向上とを高いレベルで両立できるディーゼル燃料油組成物の提供を目的とする。
【課題を解決するための手段】
【０００５】
　本発明者らは、ディーゼル燃料油組成物の低温運転性指数Ｐを特定の範囲に設定するこ
とにより、上記課題を解決し得ることを見出し、本発明を完成した。すなわち、本発明の
要旨は下記のとおりである。
［１］脱ろう軽油、水素化分解軽油、脱硫軽油の少なくとも１つと脱硫灯油とを含む基材
を含有し、低温運転性指数Ｐ１及びＰ２がそれぞれ、０＜（低温運転性指数Ｐ１）＜２．
２、０＜（低温運転性指数Ｐ２）＜３．２を満たすディーゼル燃料油組成物。
［２］前記基材が水素化分解軽油を含む［１］に記載のディーゼル燃料油組成物。
［３］前記ディーゼル燃料油組成物全容量に対して、前記脱ろう軽油が、３０容量％以上
９０容量％以下含まれ、前記脱硫灯油が、２容量％以上２８容量％以下含まれ、前記水素
化分解軽油が、２容量％以上３５容量％以下含まれる［１］又は［２］に記載のディーゼ
ル燃料油組成物。
［４］前記ディーゼル燃料油組成物中に含まれる炭素数２０以上のｎ－パラフィンの割合
が２容量％以下である［１］～［３］のいずれかに記載のディーゼル燃料油組成物。
［５］以下の性状を有する［１］～［４］のいずれかに記載のディーゼル燃料油組成物。
　３０℃における動粘度が１．８ｍｍ２／ｓ以上４．５ｍｍ２／ｓ以下であり、セタン価
が４５以上６５以下であり、セタン指数が４５以上６５以下であり、９０％留出温度が２
９０℃以上３６０℃以下である。
【発明の効果】
【０００６】
　本発明に係るディーゼル燃料油組成物によれば、発熱量の向上と、低温における始動性
及び走行性能などの内燃機関の実用性能の向上とを高いレベルで両立できる。
【発明を実施するための形態】
【０００７】
　［ディーゼル燃料油組成物］
　本発明の実施形態に係るディーゼル燃料油組成物は、脱ろう軽油、水素化分解軽油、脱
硫軽油の少なくとも１つと脱硫灯油とを含む基材を含有し、低温運転性指数Ｐ１及びＰ２
がそれぞれ、０＜（低温運転性指数Ｐ１）＜２．２、０＜（低温運転性指数Ｐ２）＜３．
２を満たす。
　ここで、低温運転性指数Ｐ１及びＰ２とは、炭素数に分布のあるｎ－パラフィン成分を
、溶解度の観点から炭素数２０のｎ－パラフィンの量に近似し、特定の温度条件下でのワ
ックス量の傾向を把握するファクターである。
　低温運転性指数Ｐ１及びＰ２の値が低ければ、ワックスの析出量が少ない傾向となるた
め、低温運転性指数Ｐ１及びＰ２の値が低いほど、低温性能に優れた軽油となる。なお、
その算出方法は、後述する。
　本実施形態に係るディーゼル燃料油組成物は、低温運転性指数Ｐ１及びＰ２から、ワッ
クスが析出する傾向を見積もることができる。そして、低温運転性指数Ｐ１及びＰ２がそ
れぞれ、０＜Ｐ１＜２．２、０＜Ｐ２＜３．２を満たすことにより、－３０℃以上０℃以
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下の範囲において、ワックスが析出しない条件を見積もることができる。
　また、低温運転性指数が上記範囲に設定されたディーゼル燃料油組成物は、高い発熱量
が得られ、低温における始動性、走行性能などの内燃機関の実用性能を向上させることが
できる。
【０００８】
　［ディーゼル燃料油組成物の性状］
　本発明に係るディーゼル燃料油組成物は、以下の性状を有する。すなわち、本発明に係
るディーゼル燃料油組成物の１５℃における密度は、０．８０ｇ／ｃｍ３以上０．８５ｇ
／ｃｍ３以下であることが好ましい。この範囲であると、燃費を良好に保つことができ、
燃焼性を良好にし、排気ガス中の全炭化水素（ＴＨＣ）、一酸化炭素（ＣＯ）及び粒子状
物質（ＰＭ）の発生を抑制することができるとともに、エンジンの出力低下を生じさせる
こともない。この点から、１５℃における密度は、０．８１ｇ／ｃｍ３以上０．８４ｇ／
ｃｍ３以下であることがより好ましい。
　なお、この密度は、ＪＩＳ　Ｋ　２２４９の「原油及び石油製品－密度試験方法及び密
度・質量・容量換算表」に従って測定される値である。
【０００９】
　本実施形態に係るディーゼル燃料油組成物の３０℃における動粘度が１．８ｍｍ２／ｓ
以上４．５ｍｍ２／ｓ以下であることが好ましい。動粘度が上記範囲であれば、潤滑性維
持と適正噴霧の確保の点で好ましく、加速性や始動性などの実用性能に優れる。この点か
ら、上記動粘度は、２．０ｍｍ２／ｓ以上４．３ｍｍ２／ｓ以下であることがより好まし
く、２．５ｍｍ２／ｓ以上４．０ｍｍ２／ｓ以下であることが更に好ましい。
　なお、上記３０℃における動粘度は、ＪＩＳ　Ｋ　２２８３の「原油及び石油製品－同
粘度試験方法及び粘度指数算出方法」に従って測定した値である。
【００１０】
　本実施形態に係るディーゼル燃料油組成物の硫黄含有量は、１０質量ｐｐｍ以下である
ことが好ましい。硫黄分含有量が１０質量ｐｐｍ以下であると、排気ガス中のＳＯｘ、及
びＮＯｘ濃度を減少させることができ、環境性能に優れ、さらには排気ガス浄化触媒への
負担を小さくすることによって、該触媒の寿命を延長させることができる。また、排気ガ
ス中の粒子状物質（ＰＭ）に含まれる硫酸塩の含有量を減少させることができる。このよ
うな観点から、ディーゼル燃料油組成物中の硫黄分含有量は、９質量ｐｐｍ以下であるこ
とがより好ましく、８質量ｐｐｍ以下であることが更に好ましい。
　なお、硫黄分含有量は、ＪＩＳ　Ｋ　２５４１－２の「原油及び石油製品－硫黄分試験
方法－微量電量滴定式酸化法」に従って測定した値である。
【００１１】
　本実施形態に係るディーゼル燃料油組成物のセタン価は、４５以上６５以下であること
が好ましい。セタン価がこの範囲であることにより、排気ガスの浄化性能を向上させるこ
とができる。この点から、セタン価は４８以上６０以下であることがより好ましい。
　なお、セタン価は、ＪＩＳ　Ｋ２２８０の「オクタン価及びセタン価試験方法ならびに
セタン指数算出方法」によって測定され算出される値である。
【００１２】
　本発明に係るディーゼル燃料油組成物のセタン指数は、４５以上６５以下であることが
好ましい。セタン指数が上記範囲内であれば、ディーゼル燃料に使用した場合、異常燃焼
によるディーゼルノックを生じることなく、排気ガス中のＮＯｘやＰＭの増大を抑制する
ことができ、環境性能に優れる。また、このようなセタン指数を有することにより、低温
時における始動性などの実用性能が良好である。この点から、上記セタン指数は、４８以
上であることがより好ましい。
　なお、セタン指数は、ＪＩＳ　Ｋ２２８０の「オクタン価及びセタン価試験方法ならび
にセタン指数算出方法」によって測定され算出される値である。
【００１３】
　本発明に係るディーゼル燃料油組成物の好ましい蒸留性状は、以下のとおりである。
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　　５０％留出温度（Ｔ５０）：２３０℃以上３２０℃以下
　　９０％留出温度（Ｔ９０）：２９０℃以上３６０℃以下
　蒸留性状が、各々上記値を有することにより、それぞれ高粘度の軽油が内燃機関内部で
良好な噴霧を形成でき、燃焼状態を良好に保つ効果を奏する。この点から、上記蒸留性状
としては、Ｔ５０が２５０℃以上３１０℃以下、Ｔ９０が３１０℃以上３５０℃以下であ
ることがより好ましい。
　なお、上記Ｔ５０及びＴ９０は、ＪＩＳ　Ｋ　２２５４「石油製品－蒸留試験方法」に
基づいて測定した蒸留性状から求められる値である。
【００１４】
　本実施形態に係るディーゼル燃料油組成物は更に、下記の性状を有することが好ましい
。すなわち、曇り点（ＣＰ）（ＪＩＳ　Ｋ　２２６９に準拠して測定）は、低温流動性の
確保の観点から、好ましくは－５℃以下、より好ましくは、－９℃以下である。
　本発明に係るディーゼル燃料油組成物は、上述の性状を有することにより、発熱量が向
上し、低温における始動性、及び走行性能等の内燃機関の実用性能の向上を高いレベルで
両立することができる。
【００１５】
　［基材］
　＜脱ろう軽油＞
　脱ろう軽油（以下、ＤＷＧＯと記すことがある）とは通常の軽油基材からワックス分を
減少させたものであり、具体的には、炭素数２０以上のノルマルパラフィン（ｎ－パラフ
ィン）成分を、脱ろう軽油全量に対して３質量％以下としたものが好ましく、さらには２
質量％以下、特には１．５質量％以下であることが好ましい。炭素数２０以上のノルマル
パラフィン成分が上記範囲を超えると、製品軽油の低温流動性が不十分となり、曇り点や
流動点が十分低下しない場合がある。また、曇り点は－２５℃以上－５℃以下の範囲であ
ることが好ましい。脱ろう処理の方法としては、特に限定されず、例えば、ゼオライト系
等の脱ろう触媒を用い、３１０℃以上３８０℃以下の範囲で３０ｋｇ／ｃｍ２Ｇ以上７０
ｋｇ／ｃｍ２Ｇ以下の圧力下、１．０ｈｒ－１以上２．０ｈｒ－１以下の液空間速度（Ｌ
ＨＳＶ）で行うことができる。
【００１６】
　脱ろう軽油は、さらに、脱硫処理されていることが好ましく、その硫黄含有量は１０質
量ｐｐｍ以下であることが好ましい。脱硫方法としては、通常の脱硫処理によることがで
き、例えば、Ｃｏ－Ｍｏ／アルミナ触媒、Ｎｉ－Ｍｏ／アルミナ触媒等の脱硫触媒の存在
下、３０ｋｇ／ｃｍ２Ｇ以上１００ｋｇ／ｃｍ２Ｇ以下の圧力下、好ましくは５０ｋｇ／
ｃｍ２Ｇ以上７０ｋｇ／ｃｍ２Ｇ以下の圧力下、３００℃以上４００℃以下、好ましくは
３３０℃以上３６０℃以下の温度で、液空間速度（ＬＨＳＶ）０．５ｈ－１以上５ｈ－１

以下、好ましくは１ｈ－１以上２ｈ－１以下の条件で深度脱硫反応を行うことでなされる
。
　脱ろう軽油の１５℃における密度は、０．８２０ｇ／ｃｍ３以上０．８６０ｇ／ｃｍ３

以下の範囲であることが好ましく、さらには０．８３０ｇ／ｃｍ３以上０．８５０ｇ／ｃ
ｍ３以下の範囲であることが好ましい。この範囲であると製品軽油の密度の低下が抑制さ
れ、排気ガス中の粒子状物質（ＰＭ）が低減するなど、排気性状が良好となる。次に３０
℃における動粘度は２．０ｍｍ２／ｓ以上６．０ｍｍ２／ｓ以下の範囲であることが好ま
しく、またセタン指数が５０以上７０以下の範囲であることが好ましい。
　本実施形態に係るディーゼル燃料油組成物は、低温流動性を向上させ、発熱量を高くさ
せ、内燃機関の実用性能を向上させる観点から、ディーゼル燃料油組成物全容量に対して
、脱ろう軽油が３０容量％以上９０容量％以下含まれることが好ましく、より好ましくは
３５容量％以上８５容量％以下であり、更に好ましくは４０容量％以上８０容量％以下で
ある。
【００１７】
　＜脱硫灯油＞
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　脱硫灯油（以下、ＤＫと記すことがある）は、常圧蒸留装置から留出する直留灯油留分
を脱硫触媒にて脱硫した留分をいい、硫黄含有量は１０質量ｐｐｍ以下であることが好ま
しい。脱硫は通常行われる方法で行うことができ、例えば固定床流通反応装置を用いて、
Ｃｏ－Ｍｏ／アルミナ触媒、Ｎｉ－Ｍｏ／アルミナ触媒等の脱硫触媒の存在下、３０ｋｇ
／ｃｍ２Ｇ以上１００ｋｇ／ｃｍ２Ｇ以下の圧力下、好ましくは５０ｋｇ／ｃｍ２Ｇ以上
７０ｋｇ／ｃｍ２Ｇ以下の圧力下、３００℃以上４００℃以下、好ましくは３３０℃以上
３６０℃以下の温度で、液空間速度（ＬＨＳＶ）０．５ｈ－１以上５ｈ－１以下、好まし
くは１ｈ－１以上２ｈ－１以下の条件で深度脱硫反応を行い、その後ストリッパーで硫化
水素とナフサ留分を除去して、脱硫灯油を得るものである。
　また、脱硫灯油の１５℃における密度は、０．７８０ｇ／ｃｍ３以上０．８１０ｇ／ｃ
ｍ３以下の範囲であることが好ましく、さらには、０．７９０ｇ／ｃｍ３以上０．８００
ｇ／ｃｍ３以下の範囲であることが好ましい。この範囲であると出力及び燃費の悪化を抑
制することができるという利点がある。
　さらに、脱硫灯油の３０℃における動粘度は、１．１０ｍｍ２／ｓ以上１．５５ｍｍ２

／ｓ以下の範囲であることが好ましい。また、セタン指数は４０以上６０以下の範囲であ
ることが好ましく、さらには４３以上６０以下の範囲であることが好ましい。この範囲で
あると着火性が良好となる。
　本実施形態に係るディーゼル燃料油組成物では、低温流動性維持の観点から、必要量の
脱硫灯油を含有する一方、発熱量を高く保つ為には脱硫灯油が少ない方がよい。このため
、脱硫灯油は、本実施形態に係るディーゼル燃料油組成物全容量に対して、脱硫灯油が２
容量％以上６０容量％以下含まれることが好ましく、より好ましくは、２容量％以上３５
容量％以下であり、更に好ましくは２容量％以上２８容量％以下であり、最も好ましくは
７容量％以上２８容量％以下である。
【００１８】
　＜水素化分解軽油＞
　水素化分解軽油（以下、ＨＣＧＯと記すことがある）は、重質軽油（ＨＧＯ）、減圧軽
油（ＶＧＯ）或いはこれらの混合油を触媒の存在下で水素化分解し、当該分解生成油を蒸
留分離して得られたものである。
　従来、軽油基材として用いられている水素化分解軽油は、硫黄含有量が０．０００１質
量％以上０．２質量％以下のものが一般的であったが、本実施形態では、水素化分解軽油
の硫黄含有量が１０質量ｐｐｍ以下のものを使用することが好適である。水素化分解軽油
の硫黄含有量を１０質量ｐｐｍ以下とすることによって、環境負荷の小さい軽油が製造で
きる。以上の観点から、水素化分解軽油の硫黄含有量は、好ましくは７質量ｐｐｍ以下、
さらには５質量ｐｐｍ以下であることが特に好ましい。
【００１９】
　次に、本実施形態において、水素化分解軽油の１５℃における密度は、０．８００ｇ／
ｃｍ３以上０．８５０ｇ／ｃｍ３以下の範囲であることが好ましい。密度が上記範囲内で
あれば燃費が良好であり、排気ガス性状が優れる。以上の観点から、ＨＣＧＯの密度は０
．８１５ｇ／ｃｍ３以上０．８４０ｇ／ｃｍ３以下の範囲であることが好ましい。
　本実施形態において、水素化分解軽油は、その芳香族分含有量が５．０容量％以上１９
．５容量％以下であることが好ましい。芳香族分含有量が上記範囲内であれば、製品軽油
中の芳香族分が少なくなり、排気ガス中の粒子状物質（ＰＭ）が抑制される。以上の観点
から、水素化分解軽油の芳香族分含有量は、６．０容量％以上１７．０容量％以下の範囲
であることが好ましく、７．０容量％以上１５．０容量％以下の範囲であることが更に好
ましい。
【００２０】
　また、芳香族化合物には一環芳香族化合物と二環以上の多環芳香族化合物があるが、本
実施形態に係る水素化分解軽油では、一環芳香族化合物の含有量が５．０容量％以上１７
．０容量％以下の範囲であることが好ましく、さらには６．０容量％以上１５．０容量％
以下の範囲であることが好ましい。一環芳香族化合物がこの範囲であるとポンプ等に使用
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されるゴムの収縮がなく、また排気ガス中の粒子状物質（ＰＭ）を低減できる。一方、二
環芳香族化合物の含有量は４．０容量％以下であることが好ましく、さらには３．０容量
％以下であることが好ましい。二芳香族化合物の含有量がこの範囲であると排気ガス中の
ＰＭを低減できる。さらに、三環以上の芳香族化合物の含有量は０．８容量％以下である
ことが好ましく、さらには０．６容量％以下であることが好ましい。三環以上の芳香族化
合物の含有量がこの範囲であると排気ガス中のＰＭを低減できる。
【００２１】
　さらに、本実施形態において、水素化分解軽油のセタン指数は、５５以上８０以下の範
囲であることが好ましく、さらには５７以上７８以下の範囲であることが好ましい。この
範囲であると燃焼性が良く、排気ガス性状が良好となる。
　本実施形態に係るディーゼル燃料油組成物は、動粘度を高くし、適度に密度を抑える観
点から、ディーゼル燃料油組成物全容量に対して、水素化分解軽油が２容量％以上５０容
量％以下含まれることが好ましく、２容量％以上３５容量％以下含有することがより好ま
しく、９容量％以上３５容量％以下含有することが更に好ましい。
【００２２】
　＜脱硫軽油＞
　本実施形態に係るディーゼル燃料油組成物は、軽油基材として、脱硫軽油（以下、ＤＧ
Ｏと記すことがある）が含まれていてもよい。本実施形態では、脱硫軽油の硫黄含有量が
１０質量ｐｐｍ以下のものを使用することが好適である。脱硫軽油の硫黄含有量を１０質
量ｐｐｍ以下とすることによって、環境負荷の小さい軽油が製造できる。
【００２３】
　次に、本実施形態において、脱硫軽油の１５℃における密度は、０．８１０ｇ／ｃｍ３

以上０．８５０ｇ／ｃｍ３以下の範囲であることが好ましい。密度が上記範囲内であれば
燃費が良好であり、排気ガス性状が優れる。以上の観点から、脱硫軽油の密度は０．８２
０ｇ／ｃｍ３以上０．８４０ｇ／ｃｍ３以下の範囲であることが好ましい。
　本実施形態において、脱硫軽油は、その芳香族分含有量が１０容量％以上２８容量％以
下であることが好ましい。芳香族分含有量が上記範囲内であれば、製品軽油中の芳香族分
が少なくなり、排気ガス中の粒子状物質（ＰＭ）が抑制される。以上の観点から、脱硫軽
油の芳香族分含有量は、１２容量％以上２６容量％以下の範囲であることが好ましく、１
３容量％以上２５容量％以下の範囲であることが更に好ましい。
【００２４】
　また、芳香族化合物には一環芳香族化合物と二環以上の多環芳香族化合物があるが、本
実施形態に係る脱硫軽油では、一環芳香族化合物の含有量が７容量％以上２８容量％以下
の範囲であることが好ましく、さらには９容量％以上２５容量％以下の範囲であることが
好ましい。一環芳香族化合物がこの範囲であるとポンプ等に使用されるゴムの収縮がなく
、また排気ガス中の粒子状物質（ＰＭ）を低減できる。一方、二環芳香族化合物の含有量
は３容量％以下であることが好ましく、さらには２．８容量％以下であることが好ましい
。二芳香族化合物の含有量がこの範囲であると排気ガス中のＰＭを低減できる。さらに、
三環以上の芳香族化合物の含有量は２容量％以下であることが好ましく、さらには１容量
％以下であることが好ましい。三環以上の芳香族化合物の含有量がこの範囲であると排気
ガス中のＰＭを低減できる。
【００２５】
　さらに、本実施形態において、脱硫軽油のセタン指数は、５０以上７５以下の範囲であ
ることが好ましく、さらには５５以上７０以下の範囲であることが好ましい。この範囲で
あると燃焼性が良く、排気ガス性状が良好となる。
　本実施形態に係るディーゼル燃料油組成物は、動粘度を高くし、適度に密度を抑える観
点から、ディーゼル燃料油組成物全容量に対して、脱硫軽油が６容量％以上７０容量％以
下含まれることが好ましく、３０容量％以上６６容量％以下含まれることがより好ましく
、４０容量％以上６０容量%以下含まれることが更に好ましい。
【００２６】
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　＜その他の成分＞
　本発明のディーゼル燃料油組成物には、必要に応じて、その他の軽油基材、あるいは各
種の添加剤を適宜配合することができる。
　その他の軽油基材としては、例えば、直留軽油（ＬＧＯ）、水素化分解灯油（ＨＣＫ）
、脱硫重質ナフサ（ＤＨＮ）、軽質潤滑油留分（ＬＬ：軽油に近い留分を水添仕上げして
得られた留分）、接触分解軽油（ＬＣＯ）、軽質接触分解軽油（ＬＬＣＯ）、熱分解軽油
（ＣＧＯ）、脱ろう脱硫軽油（ＤＷＤＧＯ）、直接脱硫軽油（ＤＳＧＯ）、間接脱硫軽質
軽油（ＶＨ－ＬＧＯ）、高沸点重質ナフサ（ＨＨＮ）、脂肪酸メチルエステル（ＦＡＭＥ
）、ＨＢＤ（水素化バイオ燃料）、ＧＴＬ（Ｇａｓ Ｔｏ Ｌｉｑｕｉｄ）やフィッシャー
トロプシュプロセス等により製造される軽油基材等が挙げられる。
　また、添加剤としては、流動性向上剤、潤滑性向上剤、セタン価向上剤、界面活性剤、
防腐剤、防錆剤、消泡剤、清浄剤、酸化防止剤、色相改善剤、など公知の燃料添加剤が挙
げられる。これらは一種または数種組み合わせて添加することができる。
【００２７】
＜ディーゼル燃料油組成物に含まれるｎ－パラフィン＞
　本実施形態に係るディーゼル燃料油組成物は、ディーゼル燃料油組成物中に含まれる炭
素数２０以上のｎ－パラフィンの割合が２質量％以下であることが好ましい。
　本実施形態に係るディーゼル燃料油組成物に含まれるｎ－パラフィンは、水素炎イオン
化検出器付きガスクロマトグラフィー（以下、ＧＣ－ＦＩＤと記すことがある）を用いて
、定量することができる。
　ＧＣ－ＦＩＤによって得られた軽油基材のクロマトグラムから、任意の波形処理パラメ
ータを用いて、各ｎ－パラフィンのピークにベースラインを引き、全面積値に対する各ｎ
－パラフィンのピーク面積の面積％により、各ｎ－パラフィン濃度を定量することができ
る。
　ＧＣ装置及び分析条件は、下記のものとすることができる。
　分析装置：Ａｇｉｌｅｎｔ　Ｔｅｃｈｎｏｌｏｇｉｅｓ　ＧＣ６８９０
　カラム：メチルシリコン系ヒューズドシリカキャピラリー
　注入口：スプリットレス
　注入口温度：３４０℃
　注入量：０．１μＬ
　検出器：水素イオン化炎検出器（ＦＩＤ）
　検出器温度：３４０℃
　キャリーガス：ヘリウム　２０ｍＬ／ｍｉｎ
【実施例】
【００２８】
　以下、本発明を実施例によりさらに詳細に説明する。本発明は、以下の実施例に限定さ
れるものではない。実施例及び比較例のディーゼル燃料油組成物を下記の方法により評価
した。
　［評価方法］
＜炭素数Ｃ２０以上のｎ－パラフィンの算出方法＞
　ＧＣ－ＦＩＤを用い、規定の測定条件及び波形処理パラメータにより、副標試料の測定
を行い、ｎ－パラフィン炭素数１４～２７までの合計値が基準値に入ることを確認した上
で、評価燃料（各ディーゼル燃料油組成物）を同装置に導入し、炭素数毎にｎ－パラフィ
ンの濃度を算出した。Ｃ２０+ｎ－Ｐは、上述のように定量されたｎ－パラフィンのうち
、炭素数２０以上の含量を足し合わせたものである。
【００２９】
　＜目詰まり点＞
　目詰まり点（Ｃｏｌｄ　Ｆｉｌｔｅｒ　Ｐｌｕｇｇｉｎｇ　Ｐｏｉｎｔ：ＣＦＰＰ）は
、ＪＩＳ　Ｋ　２２８８に準拠して測定した。
【００３０】
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　＜流動点＞
　流動点（Ｐｏｕｒ　Ｐｏｉｎｔ：ＰＰ）は、ＪＩＳ　Ｋ　２２６９に準拠して測定した
。
【００３１】
　＜曇り点＞
　曇り点（Ｃｌｏｕｄ　Ｐｏｉｎｔ：ＣＰ）は、ＪＩＳ　Ｋ　２２６９に準拠して測定し
た。
【００３２】
＜引火点＞
　引火点は、ＪＩＳ　Ｋ　２２６５－３に準拠して測定した。
【００３３】
＜低温運転性指数（Ｐ１，Ｐ２）＞
低温運転性指数Ｐは、炭素数に分布のあるｎ－パラフィン成分を、炭素数２０のｎ－パラ
フィンの量に近似することにより、次のように求められる。
　Ｐ１＝（Ｔｃ＋２０）×Ｗ　・・・（１）
　Ｐ２＝（Ｔｃ＋１５）×Ｗ　・・・（２）
ここで、Ｔｃは次の式（３）及び（４）を満足させる変数である。
【００３４】
【数１】

【００３５】
【数２】

【００３６】
　ここで、ｉは炭素数、Ｔｍｉは炭素数ｉのノルマルパラフィンの融点、Ｒはガス定数、
ｎｉ０は軽油中の炭素数ｉのノルマルパラフィンのモル数、ｎｓは溶媒のモル数である。
　また、ここで、炭素数ｉのノルマルパラフィンの溶解潜熱ΔＨｍｉと溶媒のモル数は、
それぞれ式（５）と式（６）を用いる。
　ΔＨｍｉ＝４８４．９×炭素数＋１７３７．９　・・・（５）
　ｎｓ＝（軽油のモル数）－（全ノルマルパラフィンのモル数）　・・・（６）
　また、ここで、軽油の分子量は、式（７）を用いる。
　軽油の分子量＝０．００１９２６５×（軽油の５０％留出温度）２－０．２９５４８×
（軽油の５０％留出温度）＋１３５．６１９　・・・（７）
　ここで、式（４）には、２つの変数ＦｉとＴｃが含まれるため、Ｔｃに任意の定数（例
：２７３）を設定して、式（３）よりＦｉを求める。このＦｉを式（４）に代入し、Ｔｃ

を求める。次に、求めたＴｃを、再度、式（３）に代入してＦｉを算出し、式（４）から
再びＴｃを求める。
　この繰り返し計算を行い、Ｔｃの計算前後の差が０．１以下になったところを、真のＦ

ｉ及びＴｃｐと定めた。
　また、Ｗは次の式（８）を用いて求められる。
　Ｗ＝Ｑ／α・・・（８）
　ここで、αは５と設定する。Ｑは式（９）から求められる。
【００３７】
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【数３】

　ここで、Ｍｉは炭素数ｉのノルマルパラフィンの分子量で、Ｍｓは軽油の分子量である
。変数Ｋは下記の式（１０）を満足させる変数である。
【００３８】

【数４】

　したがって、式（１０）よりＫを求め、このＫを用いて式（９）よりＱを求め、このＱ
を用いて式（８）よりＷが求められる。
　以上の方法により求めたＴｃ、Ｗ、Ｐ１、Ｐ２を第２表に記した。
　なお、低温運転指数の計算で用いるノルマルパラフィンは、軽油からの測定又は各軽油
基材からの測定のどちらでも可能である。
【００３９】
＜ＣＨ－ＤＹ実用性能評価＞
　環境温度が制御可能なシャシダイナモ上で、下記諸元のディーゼル車両に供試体である
ディーゼル燃料油組成物を適用して低温実車試験を実施した。
（供試車両諸元）
　エンジンの種類：直列４気筒ディーゼルエンジン
　エンジンの排気量：４，７７７ｃｍ3

　燃料噴射システム：コモンレール方式
　最大積載量：２，０００ｋｇ
　適合規制：新短期排出ガス規制適合
　排ガス後処理装置：ＤＰＦ（Ｄｉｅｓｅｌ　Ｐａｒｔｉｃｕｌａｔｅ　Ｆｉｌｔｅｒ）
【００４０】
（試験手順）
　試験は、公益社団法人石油学会ディーゼル車の燃料供給システム調査専門委員会にて検
討の上、提示された“低温シャシによるディーゼル車のフィルタ閉塞性試験マニュアル”
に基づいて実施した。性能評価試験の手順は下記のとおりである。
　１．車両の燃料系統を評価燃料（各供試体のディーゼル燃料油組成物）にてフラッシン
グした。
　２．フラッシング燃料の抜き出し後、燃料フィルタ（メインフィルタ）を新品に交換し
た。
　３．燃料タンクに評価燃料を規定量（３６Ｌ）の充填した。
　４．環境温度を室温から－１０℃まで急冷し、－１０℃で１時間保持した。
　５．環境温度を２℃／ｈの冷却速度にて－３０℃まで徐冷し、－３０℃にて１時間保持
した。
　６．運転性評価を開始した（運転性評価の詳細は以下に示す）。
【００４１】
（運転性評価）
　運転性評価は、低温始動性と低温走行性の２つの観点にて実施した。
・低温始動性試験
　１．アクセル全開でクランキングを１０秒間行った。
　２．工程１でエンジンがかからない場合、３０秒後に再度クランキングした。
　３．エンジン始動後、アイドリングを５分間実施した。
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　上記工程１～３にて、問題無く始動した場合は、始動性ＰＡＳＳとした。工程１～２に
おいてクランキングを５回繰り返してもエンジンが始動しない場合、あるいは工程３にお
いてアイドリング中にエンジンストールした場合には、始動性ＦＡＩＬとした。なお、始
動性がＰＡＳＳの結果になった場合においても、各評価燃料間の有意差を見出す為、始動
に要したクランキング回数を記録した。
・低温走行性試験
　４．工程３の５分間のアイドリング後、５０ｋｍ／ｈまで速やかに加速した。
　５．５０ｋｍ／ｈの一定速度にて、最高ギアを使用して１時間を目安に定速走行を実施
した。
　上記工程５にて、１時間に亘って５０ｋｍ／ｈの定速走行が維持できた場合には、走行
性ＰＡＳＳとした。１時間に亘る５０ｋｍ／ｈの定速走行が維持できなかった場合、ある
いはエンジンストールが生じた場合には、走行性ＦＡＩＬとした。
【００４２】
＜発熱量＞
　発熱量はＪＩＳ　Ｋ　２２７９に準拠して測定または計算した。発熱量が３７５００Ｊ
／ｍｌ以上である場合は、発熱量が優れた軽油であると判断した。
　なお、発熱量評価として、３７５００Ｊ／ｍｌ未満をＣ、３７５００Ｊ／ｍｌ以上３８
１００Ｊ／ｍｌ未満をＢ、３８１００Ｊ／ｍｌ以上をＡとした。
【００４３】
　［ディーゼル燃料油組成物の調製］
　第１表に示す基材を用いて、第２表に記載の配合組成で混合して実施例１～４のディー
ゼル燃料油組成物、及び比較例１，２のディーゼル燃料油組成物を製造した。
【００４４】
【表１】

【００４５】
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　［評価結果］
　実施例１～４、比較例１～３のディーゼル燃料油組成物の特性を上述した評価方法によ
り評価した。結果を第２表に示す。
【００４６】
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【表２】

【００４７】
　比較例３のディーゼル燃料油組成物の曇り点は、実施例４のディーゼル燃料油組成物の
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曇り点と同じであるが、比較例３では、低温走行性が規定に満たなかった。
　実施例３のディーゼル燃料油組成物のＣ２０以上のノルマルパラフィン分は、比較例２
のディーゼル燃料油組成物のＣ２０以上のノルマルパラフィン分より多いが、比較例２で
は低温走行性が満足できなかった。また、実施例３のディーゼル燃料油組成物のＣ２０以
上のノルマルパラフィン分は、比較例１のディーゼル燃料油組成物のＣ２０以上のノルマ
ルパラフィン分より多いが、実施例２は、比較例１よりも脱硫灯油の混合量を低減できた
。そのため、高い発熱量が得られた。
　すなわち、本発明によれば、低温における始動性、走行性能等の内燃機関の実用性能の
向上と、発熱量の向上とを高いレベルで実現できる。
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